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 第７ 複合型居住施設用自動火災報知設備 

 

「複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関す

る省令」（平成２２年総務省令第７号。以下この第７において「省令第７号」という。）第３条

第１項で規定する複合型居住施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する基準は、次による

こと。 

 

１  設置維持の基準 

省令第７号第３条第２項の規定によるほか、次によること。 

(1) 省令第７号第３条第２項で規定される福祉施設等（以下この第７において「福祉施設等」

という。）の床面積の合計が３００㎡未満の複合型居住施設は、「特定小規模施設における

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」（平成２０年総

務省令第１５６号。以下この第７において「省令第１５６号」という。）第２条第２号に規

定する特定小規模施設用自動火災報知設備を同令第３条第２項及び第３項の例により設置す

ることができるものであること。この場合における設置維持の基準は、第６ 特定小規模施

設用自動火災報知設備２から３までの規定を準用すること。 

≪特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる複合型居住施設の例≫ 

 

 

 

 

 

 

  

・（１６）項イ 
・延べ面積 ４００㎡ 

GL 

 省令第７号第２条第１号で規定する複合型居住施設に該当し、かつ、省令第７号第３条第２項た
だし書きで規定する要件を満たすため、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することがで
きる。 ※省令第１５６条第２条第１号で規定する特定小規模施設にも該当する。 

延べ面積の１０％以下で、かつ、 
床面積が３００㎡未満 

１ 延べ面積が３００㎡以上で、小規模特定用途複合防火対象物に該当する場合 

（５）項ロ 
370 ㎡ 

福祉施設等 
30 ㎡ 

・（１６）項イ 
・延べ面積 ４００㎡ 

GL 

 省令第７号第２条第１号で規定する複合型居住施設に該当し、かつ、省令第７号第３条第２項た
だし書きで規定する要件を満たすため、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することがで
きる。 ※省令第１５６条第２条第１号で規定する特定小規模施設には該当しない。 

延べ面積の１０％を超える 

２ 延べ面積が３００㎡以上で、小規模特定用途複合防火対象物に該当しない場合 

（５）項ロ 
350 ㎡ 

福祉施設等 
50 ㎡ 
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≪特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができない複合型居住施設の例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 警戒区域  

第１ 自動火災報知設備１、(2)の規定を準用すること。 

(3) 受信機 

第１ 自動火災報知設備２、(1)から(3)までの規定を準用すること。 

(4) 感知器 

第１ 自動火災報知設備３の規定を準用すること。 

(5) 感知器の設置を省略できる要件 

省令第７号第３条第３項第１号から第５号までの規定によるほか、次によること。 

ア  構造等の要件については、次の例によること。 

《省令第７号第３条の区画例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  省令第７号第３条第３項第５号に規定される「煙を有効に排出することができる廊下、階

段」とは、次に掲げるもの又はこれらと同等の排煙効果が認められるものとする。 ◇ 

(ｱ) 「特定共同住宅等の構造類型を定める件」（平成１７年消防庁告示第３号）第４第２号（４） 

・（１６）項イ 
・延べ面積 ４００㎡ 

GL 

 省令第７号第２条第１号で規定する複合型居住施設に該当するものの、省令第７号第３条第２
項ただし書きで規定する要件を満たさないため、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置する
ことはできない。 
 ※省令第１５６条第２条第１号で規定する特定小規模施設にも該当しない。 

３００㎡以上 

（５）項ロ 
30 ㎡ 

福祉施設等 
370 ㎡ 

⑤直接外気に開放さ
れ、かつ、煙を有効に排
出することができる廊
下等に面している。 ③防火戸（３階以上の

場合は、特定防火設備
である防火戸）を設置
する。 

②内装を難燃材料と
する。 

④開口部の面積の合計が８㎡以下であり、かつ、
一の開口部の面積が４㎡以下とする。 

①準耐火構造（３階以上の場合は耐火構造）で区画する。 
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又は（５）で規定する要件を満たすもの 

(ｲ) 避難階において出入口が直接地上に通じている通路等 

(6) 中継器 

第１ 自動火災報知設備６の規定を準用すること。 

(7) 地区音響装置 

第１ 自動火災報知設備４、(1)から(5)まで、(10)及び(11)の規定を準用すること。 

(8) 発信機 

第１ 自動火災報知設備５の規定を準用すること。 

(9) 常用電源 

第１ 自動火災報知設備２、(4)の規定を準用すること。 

(10) 配線 

第１ 自動火災報知設備７の規定を準用すること。 

 

２  構成 

(1) 特定小規模施設用自動火災報知設備を設置する場合の構成は、次の例によること。 

《特定小規模施設用自動火災報知設備を設置する場合の構成例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 省令第７号第３条第３項各号の要件に適合する場合の構成は、次の例によること。 

ア  受信機を設置する場合 

  

（５）項ロ 
（共同住宅等） 

 特定小規模施設用自動火災報知設備を設置する場合において、受信機を設けないときは、省令
第７号第３条第３項各号で規定する要件に適合する場合であっても、福祉施設及び令第２１条第
１項第１１号から第１４号までに掲げる防火対象物の部分以外の部分にも感知器の設置を要す
る。 

省令第７号第３条
第３項各号に規定
する要件を満たす
区画 

S 連動型警報機能付感知器（無線式） 凡例 

GL 

S 

S S 

S 

福祉施設等 
(３００㎡未満） 

（５）項ロ 
（共同住宅等） 
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《受信機を設置する場合の構成例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  受信機を設置しない場合 

《受信機を設置しない場合の構成例》 

 

 

省令第７号第３条第３項各号で規定する要件に適合する場合は、福祉施設等及び令第２１条第１項
第１１号から第１４号までに掲げる部分以外の部分に感知器を設置しないことができる。 

省令第７号第３条
第３項各号で規定
する要件を満たす
区画 

GL 

S 

福祉施設等 

（５）項ロ 
（共同住宅等） 

（５）項ロ 
（共同住宅等） 

P 

B 

P 

B 

0 

P 

B 

受信機 凡例 

S 

地区音響装置 

発信機 

表示灯 

煙感知器 

S 

（５）項ロ 
（共同住宅等） 

 省令第７号第３条第３項各号で規定する要件に適合する場合であっても、受信機を設けないと
きは、福祉施設等及び令第２１条第１項第１１号から第１４号までに掲げる部分以外の部分にも
感知器の設置が必要となる。 

省令第７号第３条
第３項各号に規定
する要件を満たす
区画 

連動型警報機能付感知器（無線式） 凡例 

GL 

S 

福祉施設等 

（５）項ロ 
（共同住宅等） 


